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・ 表中Ａ～Ｆは、次の場合をいう。

Ａ 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合。

Ｂ 人の命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。

Ｃ 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。

Ｄ 道路法第34条（道路の専用許可）、第35条（協議）による場合。

Ｅ 道路交通法第77条第3項（道路の使用許可）、第80条第1項（協議）による場合。

Ｆ 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命又

は身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合。
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